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北九州市区域区分見直しの基本方針より抜粋（一部補足） 

（２）見直しの流れ 

市街化調整区域から市街化区域への変更は、以下の流れに従い行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 見直しフロー（市街化編入） 

開発事業者等から出された具体的な開発計画などの確認 

、更なる市街化の見込み（既成市街地） 

（２）土地所有者、権利者からの同意、周辺住民等への説明 

市街化調整区域 提案に必要な条件 
１）0.5ha以上の 

一体的な区域 
２）都市計画上に関する 

法令上の基準に適合 
３）土地所有者等の 

３分の２以上の同意 

新たな開発事業を計画している地域（開発事業者からの提案） 

住居系土地利用 

①客観的評価指標による評価 

交通利便性 
①客観的評価指標による評価 

（１）安全性 

（２）利便性 

（３）居住状況 

市街化区域としての 

評価高い 

③都市計画・上位計画との整合Ⅰ 

・都市計画運用指針   ・福岡県都市計画基本方針   ・国土利用計画 

・都市計画区域マスタープラン       ・北九州市基本構想・基本計画 

・北九州市都市計画マスタープラン     ・北九州市立地適正化計画 

見直しに整合する 

見直しに 

整合しない 

産業系土地利用 

②土砂災害防止法、農業振興地域の整備に関する法律等との整合 

  ・津波災害特別警戒区域 

・浸水被害防止区域  ・農用地区域  ・農業振興地域・自然環境を保全すべき区域 

見直しに整合する 

見直しに整合する 

見直しに整合する 

市街化区域としての 

評価低い 

市街化区域としての評価高い 

見直しに 

整合しない 

見直しに 

整合しない 

都市計画変更手続き 

（公聴会、案の公告・縦覧、 

都市計画審議会への付議） 

整合する 整合しない 

すでに市街地を 

形成している地域 

市街化区域としての評価低い 

都市計画決定（市街化区域へ編入） 提案者への通知（市街化調整区域を維持） 

必要ありと判断 

都市計画提案制度よる 

提案の場合 

必要なしと判断 

都市計画審議会の意見聴取 

④都市計画・上位計画との整合Ⅱ 
（１）産業フレーム、人口フレーム（将来計画との整合） 

（２）面積要件（見直し規模の確認） 

（３）関係官庁等との調整 

💡開発等で地形等が変わる場合は、 

具体的な開発計画で確認が必要 

💡開発許可協議（技術的な審査・公共

施設管理者との協議）が必要 

令 和 ７ 年 ５ 月 ２ ２ 日 
建 設 建 築 委 員 会 資 料 
都市戦略局都市計画課 
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開発行為の手引きより抜粋（一部補足） 

技術的な審査等 


